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稲元　　格　名誉教授　　　　　　

八ッ尾順一　教　　授　退任記念号
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稲元　格　名誉教授近影



八ッ尾順一教授近影



尾 三芳教授近影



　稲元格先生は，２０１７年（平成２９年）３月に定年のため本学を退職されま

した。先生は１９８１年（昭和５６年）４月に近畿大学法学部専任講師として着

任され，以後３６年の長きにわたって教鞭をとられました。長年にわたって

法学部の教育活動，研究活動にご尽力されたことに対し，深く感謝申し上

げます。

　稲元先生は１９５０年（昭和２５年）に宮崎県都城市にお生まれになり，１９７４

年（昭和４９年）に鹿児島大学法文学部法学科を卒業，その後大阪大学大学

院法学研究科に進まれて西洋法制史を専攻され，１９８１年（昭和５６年）同大

学院法学研究科博士課程を満期退学され，本学法学部専任講師として就任

されました。１９８７年（昭和６２年）４月には法学部助教授，１９９４年（平成６

年）４月には法学部教授に昇格され，以後ご専門の西洋法制史に関する教

育・研究に打ち込んでこられました。

　３６年にわたる教育，研究面での法学部への貢献はもとより，稲元先生は

数々の学内行政の主担当として活躍され，２００１年（平成１３年）１０月及び

２００４年（平成１６年）１０月の２度にわたって法学部法律学科長として法学部

改革の柱として制度設計と運営に尽力されています。また，２００６年（平成

１８年）１０月から大学院法学研究科長を歴任されております。さらに，２００４

年（平成１６年）４月１日には，新設された近畿大学法科大学院の兼担教授

としても併任され，高度な法曹教育の任にもあたっておられました。２０１７

年（平成２９年）４月より近畿大学名誉教授に就任されております。

　八ッ尾順一先生は，２０１７年（平成２９年）３月に定年のため本学を退職さ

れました。先生は２００４年（平成１６年）４月に法学部教授として着任され，

献　呈　の　辞



以後１３年にわたって教鞭をとられました。長年にわたって，法学部及び大

学院法学研究科の教育活動，研究活動にご尽力されたことに対し，深く感

謝を申し上げます。

　八ッ尾先生は１９５１年（昭和２６年）に石川県金沢市にお生まれになり，

１９７３年（昭和４８年）に立命館大学経済学部を卒業，大阪国税局に奉職され

ました。１９８４年（昭和５９年）３月に大阪国税局をご退職後，大阪大学経済

学研究科博士前期課程に進学され１９８６年（昭和６１年）３月に修了されまし

た。また，１９８４年（昭和５９年）より公認会計士・税理士としてご活躍され，

１９９４年（平成６年）３月には京都大学大学院法学研究科博士前期課程も修

了されております。２００１年（平成１３年）４月からは摂南大学経営情報学部

教授として就任，２００４年（平成１６年）４月に近畿大学法学部教授として異

動されました。

　本学における１３年の間に，法学部における教育，研究面にご貢献いただ

いただけではなく，八ッ尾先生は本学大学院法学研究科において租税法担

当教授として多くの院生を育てられました。また，近畿大学法科大学院の

兼担教授としても併任され，高度な法曹教育の任にもあたっておられます。

２００６年（平成１８年）１０月からは法学部法律学科長，２００７年（平成１９年）１０

月からは法学部長補佐を務められております。さらに学外においても，税

理士試験委員（１９９７年～１９９９年），公認会計士試験委員（２００７年～２００９年）

としてご活躍されておられます。本学ご退職後，２０１７年（平成２９年）４月

より，大阪学院大学法学部教授として就任されております。

　尾 三芳先生は，２０１８年（平成３０年）３月末日に定年のため本学を退職

される予定です。先生は１９８０年（昭和５５年）４月に近畿大学労働問題研究

所講師（法学部兼務）として着任され，以後３８年の長きにわたって教鞭を

とられました。長年にわたって法学部の教育活動，研究活動にご尽力され



たことに対し，深く感謝申し上げます。

　尾 先生は１９５２年（昭和２７年）に新潟県にお生まれになり，１９７５年（昭

和５０年）に早稲田大学法学部を卒業，その後早稲田大学大学院法学研究科

修士課程に進まれ，１９８０年（昭和５５年）同大学院法学研究科博士課程を中

途退学され，本学専任講師として就任されました。１９８１年（昭和５６年）１２

月からは法学部専任講師，１９８６年（昭和６１年）４月には法学部助教授昇格，

１９９３年（平成５年）４月に法学部教授となり現在に至っております。

　本学における３８年の間に，尾 先生は民法担当教員として法学部及び法

学研究科における教育，研究面にご貢献いただいただけではなく，学内に

おいては２０００年（平成１２年）１０月に法学部経営法学科学科長，２００１年（平

成１３年）１０月には法学部長補佐として学部運営の要として活躍されました。

また学外においても日本私法学会理事（２００６年～２０１０年）として学界へ貢

献されてこられました。２０１８年（平成３０年）４月には，近畿大学名誉教授

として就任予定となっております。

　以上のような稲元格先生，八ッ尾順一先生，尾 三芳先生の長年にわた

る法学部及び近畿大学へのご貢献とわれわれ後輩に対するご指導ならびに

ご厚誼に感謝の意を表すため，この記念号を献呈させていただきます。先

生方が，今後ともご健康を維持され，諸分野で活躍されますことを心より

お祈り申し上げます。

近畿大学法学部長　　

土　屋　孝　次



論　　　説

参考人の虚偽供述と証拠偽造罪（証拠法の研究）

   ……………………………………………辻　本　典　央（　１　）

借地借家調停法の成立と施行地区限定の意味

   ……………………………………………林　　　真貴子（　１７　）

［Look down on NP］の概念研究

　―認知言語学的アプローチ―  ………………森　山　智　浩（　４３　）

堀辰雄『大和路・信濃路』におけるマルセル・プルースト的美学

　―個別文化の表象に潜む文化的普遍性―

   ……………………………………………高　橋　　　梓（　９３　）

詐害判決であることを再審事由とする第三者再審の可否

   ……………………………………………渡　辺　森　児（　１１９　）

Veritas 判決と Amazon 判決における独立取引比準法の適用

   ……………………………………………一　高　龍　司（　１４９　）

宗教法人に対する固定資産税非課税措置をめぐる紛争例

   ……………………………………………田　中　　　治（　１８５　）

公正処理基準の法的意義

　―税法における恣意の排除と民主的正統性の確保―

   ……………………………………………谷　口　勢津夫（　２１３　）

国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税における

国外事業者の納税義務に係る法的課題

   ……………………………………………野一色　直　人（　２６９　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

近畿大学法学投稿規程 
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稲元格名誉教授略年譜・主要業績目録

昭和２５年６月 宮崎県都城市に生まれる

　学　歴

昭和４１年３月 鹿児島市立鴨池中学校　卒業

昭和４４年３月 鹿児島県立鶴丸高等学校　卒業

昭和４４年４月 鹿児島大学法文学部法学科　入学

昭和４９年３月 鹿児島大学法文学部法学科　卒業

昭和４９年４月 大阪大学大学院法学研究科修士課程　入学

昭和５１年３月 大阪大学大学院法学研究科修士課程　修了

昭和５１年４月 大阪大学大学院法学研究科博士課程　入学

昭和５６年３月 大阪大学大学院法学研究科博士課程　単位取得退学

　職　歴

昭和５５年４月 大阪経済法科大学法学部非常勤講師

昭和５６年４月 近畿大学法学部専任講師

昭和６２年４月 近畿大学法学部助教授

平成６年４月 近畿大学法学部教授

平成２９年３月 定年退職

平成２９年４月 近畿大学名誉教授

　主要業績

（著　作）

『ドイツ中世都市「私」法の実証的研究』（敬文堂，１９９６年）

（論　文）

「中世都市リューベックの都市制度 Stadtverfassung―W. Ebel, L bisches 

Recht I, １９７１ に依拠しつつ―」（『阪大法学』，第１０５号，昭和５３年）

　

─　　─２９３



「中世都市リューベックにおけるレンテ売買について」（『阪大法学』，第

１０９号，昭和５３年）

「中世都市リューベックの領域政策研究序説」（『法制史研究』（法制史学

会年報），第３２号，１９８２年）

「１２・３世紀のリューベック市における市民自治の展開―Ｂ・アム・エ

ンデ説の検討―」（『近大法学』，第３１巻第１・２・３号，昭和５８年）

「１２・３世紀のホルシュタイン伯領における権力構造とその変遷―中世

都市法と農村法との比較に向けて―」（『阪大法学』，第１３３・１３４号，昭

和６０年）

「リューベック法における家財産に対する家族法的な拘束―W. Ebel, Erbe, 

Erbgut und wohlgewonnen Gut im l bischen Recht, in Z.R.G., G.A., 

Bd.９７, １９８０ に依拠して―」（『近大法学』，第３４巻第１・２号，昭和６１

年）

「中世都市リューベックの法史料について」（『近大法学』，第３５巻第３・

４号，昭和６３年）

「中世末期リューベックの都市法における不動産に関係する条文につい

て―１３・４世紀のキール法典（Der Kieler Kodex）を素材として―」

（『近畿大学法学』，第３７巻第１・２号，平成元年）

「『リューベック法』研究のための一つの覚書」（『近畿大学法学』，第３８

巻第１～４号，平成３年）

「１９・２０世紀におけるリューベック不動産法研究の展開」（『近畿大学法

学』，第３９巻第１・２号，平成３年）

「中世都市リューベックの法典類における不動産関係条文とその特徴�」

（『近畿大学法学』，第３９巻第３・４号，平成４年）

「中世都市リューベックの法典類における不動産関係条文とその特徴�」

（『近畿大学法学』，第４０巻第１号，平成４年）

「中世都市リューベックの周辺地域の法慣習について」（『阪大法学』，第

１６４・１６５号，平成４年）

「中世都市リューベックの法典類における不動産関係条文とその特徴�」

近畿大学法学　第６５巻第３・４号

─　　─２９４



（『近畿大学法学』，第４０巻第２号，平成４年）

「中世都市リューベックの法典類における不動産関係条文とその特徴

（完）」（『近畿大学法学』，第４０巻第３・４号，平成５年）

「ノイミュンスター教区慣行における不動産法」（佐藤焦土先生還暦記念

論文集『歴史における法の諸相』所収，敬文堂，１９９４年）

「リューベック市参事会判決録における Eigentum, Besitz, Were」（『近

畿大学法学』，第４４巻第１号，平成８年）

「リューベック市参事会裁判とその判決」（佐藤篤土・林毅編著『司法へ

の民衆参加』所収，敬文堂，１９９６年）

「中世マクデブルクの参審人裁判所」（『近畿大学法学』，第４５巻第３・４

号，１９９８年）

「中世マクデブルクにおける市参事会と参審人団について」（『阪大法学』，

第２０１・２０２号，平成１１年）

「中世マクデブルク法における Weichbildrecht と Willk r」（『近畿大学

法学』，第４９巻第２・３号，平成１４年）

「１２７０年頃の法史料『マクデブルクの参審人法』について」（『近畿大学

法学』，第５１巻第１号，平成１５年）

「３都市法史料に見るドイツ中世都市法の基本的な特色について―１２７０

年頃のリューベック法，ハンブルク法，マクデブルク法の比較―」（佐

藤焦土先生古希記念論文集『法史学をめぐる諸問題』所収，敬文堂，

２００４年）

「マクデブルク・ブレスラウ体系参審人法」（『近畿大学法学』，第５４巻第

２号，平成１８年）

「中世都市リューベックに参審人はいなかったのか」（『法学雑誌（大阪

市立大学）』，第５４巻第１号，平成１９年）

「マクデブルク参審人の法教示と法判告―Ｆ・エーベル編『マクデブル

ク法』をめぐって―」（『法制史研究』（法制史学会年報），第６０号，２０１０

年）

「Ｆ・エーベル編『マクデブルク法』に見る L uterung」（『近畿大学法

　

─　　─２９５



学』，第５９巻第２・３号，平成２３年）

「中世都市ハンブルクの市民協定」（『近畿大学法学』，第６０巻第１号，平

成２４年）

「１４・１５世紀のマクデブルク法による裁判―Ｆ・エーベル編『マクデブ

ルク法』に依拠しつつ―」（『近畿大学法学』，第６２巻第１号，平成２６年）

「ザクセンシュピーゲルにおける裁判手続」（『近畿大学法学』，第６２巻第

３・４号，平成２７年）

「Warum wirken Japaner als beteiligte Parteien vor Gericht w hrend 

der Edo-Zeit（１６０３�１８６７）zur ckhaltend ?」（『近畿大学法学』，第６３

巻第２号，平成２７年）

（翻　訳）

「『キール法典』仮訳（上）」（『近畿大学法学』，第４１巻第１・２号，平成

５年）

「『キール法典』仮訳（下）」（『近畿大学法学』，第４１巻第３・４号，平成

６年）

「ヴィルヘルム・エーベル『バルト海域におけるリューベック法』」（『近

畿大学法学』，第４８巻第１号，平成１２年）

「ゲッツ・ラントヴェーア『１６―１９世紀のリューベック法における法実

務と法律学―我が師ヴィルヘルム・エーベル（１９０８年６月７日―１９８０

年６月２２日）を回想しつつ―』」（『近畿大学法学』，第４８巻第３・４号，

平成１３年）

「ハイナー・リュック『従って東欧ではドイツ人にとっていかなる未知

の土地もない』」（『近畿大学法学』，第５８巻第１号，平成２２年）

「ハンブルク市の市民協定（１４１０年）」（『近畿大学法学』，第６４巻第１号，

平成２８年）

（書　評）

神寶秀夫「１５世紀自由都市マインツにおける都市君主権の構造」（『法制

近畿大学法学　第６５巻第３・４号

─　　─２９６



史研究』（法制史学会年報），第２９号，１９７９年）

斯波照雄「リューベックにおける１４０８―１６年の『闘争』について」（『法

制史研究』，第３５号，１９８５年）

林毅『ドイツ中世における夫婦財産制』『ドイツ中世都市における契約

法』，『中世都市ケルンにおける私的土地所有制の成立』（『法制史研究』，

第３８号，１９８８年）

小倉欣一『中世フランクフルトの市民と自由』『帝国都市フランクフル

トの参審人裁判所とオーベルホーフ機能』（『法制史研究』，第４３号，１９９３

年）

守山記生『北フランス・ベルギー中世都市研究』（『法制史研究』，第４６

号，１９９６年）

斯波照雄『中世ハンザ都市の研究―ドイツ中世都市の社会構造と商業―』

（『法制史研究』，第４８号，１９９８年）

若曽根健治「報復としての差押えについて―中世後期ドイツの都市史料

から―」（『法制史研究』，第５０号，２０００年）

神寶秀夫『中・近世ドイツ都市の統治構造と変質―帝国自由都市から領

邦都市へ―』（『法制史研究』，第６１号，２０１１年）

佐藤団「マクデブルク法研究再考―プロソポグラフィ的検討による参審

人団研究試論―」（『法制史研究』，第６３号，２０１３年）

（その他）

「学界回顧（西洋法制史）」（『法律時報』，第５６巻第１３号，昭和５９年）

「法の歴史―西欧における法典編纂―」（平場安治編『法学入門』所収，

昭和６０年）

講演録「西洋（ドイツ）法制史研究から見えてくること―北ドイツ中世

都市法研究―」（『近畿大学法学』，第６５巻第１号，平成２９年）

（研究発表）

「１３世紀末リューベックの都市法典における不動産関係の条文について」
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（法制史学会近畿部会，昭和６３年）

「中世都市リューベックの法典類における『不動産所有』」（法制史学会

第４４回総会，平成４年）

「ノイミュンスター教区慣行における不動産法」（法制史学会近畿部会，

平成５年）

「リューベック市参事会裁判とその判決」（法制史学会近畿部会，平成７

年）

「リューベック市参事会とその判決」（法制史学会第４３回研究大会，平成

７年）

「ドイツ中世都市の参審人裁判所」（法制史学会近畿部会，平成１０年）

「三つの都市法に見るドイツ中世都市法の基本的な特色―ハンブルク法，

リューベック法，マクデブルク法―」（法制史学会近畿部会，平成１５年）

「リューベックには参審人（審判人）はいないのか？―ドイツ中世都市

を法史学から眺める―」（日本ハンザ史研究会第７回研究会，平成１８年）

「ハンブルク市における市民集会と市民協定―中世から現代まで―」（日

本ハンザ史研究会第１７回研究会，平成２３年）
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八ッ尾順一教授略年譜・主要業績目録

１９５１年３月 金沢市に生まれる。

　学　歴

１９７３年３月 立命館大学経済学部　卒業

１９８６年３月 大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程　修了

１９９４年３月 京都大学大学院法学研究科博士前期課程　修了

　職　歴

１９７３年４月 大阪国税局　採用

　　　　　　　（大阪国税不服審判所：１９７８年７月～１９８２年７月出向）

１９８４年３月 大阪国税局　退職

１９８６年４月 公認会計士・税理士　八ツ尾順一事務所　開設

２００１年４月 摂南大学　経営情報学部　教授　就任

２００４年４月 近畿大学　法学部　教授　就任

２０１７年４月 大阪学院大学　法学部　教授　就任

学会における活動

日本税法学会（常務理事）

税務会計研究学会（理事）

人工知能学会

　社会における活動

税理士試験委員（１９９７年～１９９９年）

公認会計士試験委員（２００７年～２００９年）

京阪神ビルディング株式会社（証券番号：８８１８）の社外取締役（２０１１年

～２０１７年）

日本公認会計士協会近畿会実務補習所講師（１９９０年～現在）
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立命館大学大学院非常勤講師（１９９５年～２００６年）

大阪府立大学大学院非常勤講師（２００１年～２００７年）

大阪大学高等司法研究科（法科大学院）客員教授（２０１２年～現在）

主要業績

〔著　書〕

１．『業種別税務調査の傾向と対策』（ぎょうせい／１９８９年）

２．『交際費の節税実務と支出管理』（日本実業出版／１９９４年）

３．『やさしくわかる減価償却』（日本実業出版／２０００年）

　　２００３年に北京の科学出版社から中国語に翻訳される。

４．『ドキュメント税金裁判』（中央経済社／１９９７年）

５．『平成１０年度法人税改正と実務の対応』（中央経済社／１９９８年）

６．『税務判断のポイント―譲渡・相続・贈与・評価』（財経詳報社／

１９９６年）

７．『自社株式の評価と事業承継対策』（財経詳報社／１９９１年）

８．『入門連結納税制度』（財経詳報社／１９９９年）

９．『資産税の税額計算ハンドブック』（清文社／１９９６年／編者）

１０．『金融商品の時価会計と税務Ｑ＆Ａ』（清文社／２００１年）

１１．『基本テキスト：税務会計論』（同文舘／２００３年）

１２．『法人税損金処理の判断と実務』（清文社／２００３年）

１３．『新装版／入門税務訴訟』（清文社／２０１０年）

１４．『時価課税の規定と事例研究』（清文社／２００３年）

１５．『事例からみる重加算税の研究（第５版）』（清文社／２０１４年）

１６．『新・減価償却制度と改定耐用年数の実務』（清文社／２００８年）

１７．『交際費（第５版）』（中央経済社／２００７年）

１８．『判例・裁決等からみた税務調査の事例研究』（財経詳報社／２００５年）

１９．『交際費・寄附金の実務と節税』（日本実務出版／１９９８年）

２０．『損金経理の判断と実務』（清文社／２０１１年）
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２１．『（七訂版）租税回避の事例研究』（清文社／２０１７年）

２２．『十訂版／図解租税法ノート』（清文社／２０１７年）

２３．『マンガでわかる遺産相続』（清文社／２０１１年）

２４．『マンガでわかる税務調査』（清文社／２０１６年）

２５．『入門税務調査～改正国税通則法の要点と検証』（法律文化社／２０１４

年）

２６．『法律を学ぶ人の会計学の基礎知識』（清文社／２０１５年／共著）

２７．『資産税の実務研究』（清文社／２０１６年）

〔論　文〕

１．「制度会計における税務会計の位置とその影響」第９回（昭和６１年

度）日税研究賞受賞（１９８６年）

２．「交際費課税の基本的構造とその本質～萬有製薬事件を素材として」

租税研究７２４号（２０１０年）

３．「公正処理基準と租税回避」岡村忠生編『租税回避研究の展開と課

題』ミネルヴァ書房（２０１５年）

４．「優待入場券の無償交付と交際費課税」水野武夫先生古稀記念論文

集『行政と国民の権利』法律文化社（２０１１年）

５．「特定同族会社の留保金課税」日本税務研究センター『税研１８０号』

（２０１５年）

６．「租税回避の事例」日本税法学会編『税法学５３６号』（１９９６年）

７．「租税回避の事例②」日本税法学会編『税法学５３７号』（１９９７年）

８．「「偽りその他不正の行為」の意味」日本税法学会編『税法学５４６号』

（２００１年）

９．「ハワイ州における GET 及び UT の概要と諸問題」日本税法学会編

『税法学５６３号』（２０１０年）

１０．「ノンリコースローン等の債務免除益と所得区分」日本税法学会編

『税法学５６６号』（２００１年）

１１．「役員給与の課税をめぐる基本的な問題」日本税法学会編『税法学
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５６５号』（２０１１年）

１２．「知的資産の課税とその展望―ブランドの課税を中心として―」税

務会計研究学会編『税務会計研究１７号』（２００６年）

１３．「事業体課税と租税回避」税務会計研究学会編『税務会計研究１９号』

（２００８年）

１４．「貸倒損失に関する新たな法律」税務会計研究学会編『税務会計研

究２４号』（２０１３年）

〔辞典：分担執筆〕

１．神戸大学会計学研究室編『（第六版）会計学辞典』（同文館／２００７年）

２．安藤英義他編『会計学大辞典（第五版）』（中央経済社／２００７年）

３．成道秀雄編『新版税務会計学辞典』（中央経済社／２０１７年）

〔学会報告〕

１．１９９７年６月 日本税法学会　第８７回大会　中央大学「租税回避の

事例研究」発表

２．２００５年１０月 税務会計研究学会　第１７回全国大会　神戸大学「知

的資産の課税とその展望―ブランドの課税を中心と

して―」発表

３．２００７年１０月 税務会計研究学会　第１９回全国大会　近畿大学「事

業体課税と租税回避」発表

４．２０１１年６月 日本税法学会　第１０１回大会　札幌学院大学「役員

給与の課税をめぐる基本的な問題」発表

５．２０１２年１０月 税務会計研究学会　第２４回全国大会　専修大学「貸

倒損失に対する新たな法律」発表

６．２０１７年１０月 税務会計研究学会　第２９回全国大会　甲南大学「複

合契約」発表
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〔講　演〕

１．２００２年８月１９日～９月５日「税法（時価課税）」全国統一研修会（日

本税理士連合会主催）（会場：大津・奈良・神戸・京都・姫路・大阪・

和歌山）

２．２０１７年７月２６日～８月１０日「資産税の実務研修～高齢化社会と資産

税～認知症を中心として」全国統一研修会（日本税理士連合会主催）

（会場：大阪・神戸・京都）

〔その他〕

１．住友金属工業（現：新日鐵住金）と AI の相続税対策エキスパート

システムを共同制作する（１９９１年）。

２．税金をテーマとした「Zeikin Song（税金の歌）」「税理士哀歌」「税

金アラカルト」「消費税よ，どこへ行く」「TAX HAVEN」「愛しき

タックスマン」「走れマイナンバー」及び「Greedy ～相続税物語よ

り」の８曲（CD）をリリースする（２０１４年～２０１７年）。

３．Visiting Scholar, University of Hawaii：William S. Richardson 

School of Law（２００９年）
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尾 三芳教授略年譜・主要業績目録

１９５２年２月 新潟県に生まれる

学　歴

１９７５年３月 早稲田大学法学部卒業

１９７５年４月 早稲田大学大学院法学研究科修士課程入学

１９７７年３月 早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了

１９７７年４月 早稲田大学大学院法学研究科博士課程入学

１９８０年３月 早稲田大学大学院法学研究科博士課程中途退学

職　歴

１９８０年４月 近畿大学労働問題研究所講師　法学部兼務

１９８１年１２月 近畿大学法学部講師

１９８６年４月 近畿大学法学部助教授

１９９０年４月 在外研究員としてドイツハイデルベルク大学留学（１９９１

年３月まで）

１９９３年４月 近畿大学法学部教授

１９９８年４月 近畿大学大学院法学研究科授業担当（現在まで）

１９９９年４月 近畿大学通信教育部授業担当（現在まで）

２０００年１０月 近畿大学法学部経営法学科長（２００１年９月まで）

２００１年１０月 近畿大学法学部長補佐（２００２年９月まで）

２００２年１０月 近畿大学法学部長補佐（２００４年９月まで）

２００３年３月 法科大学院設置準備委員会委員

社会・学会における活動

２００６年４月 財団法人大学基準協会平成１８年度相互評価委員会分科会

委員

２００６年９月 研究休暇取得（２００７年３月まで）

２００６年１０月 日本私法学会理事（２０１０年９月まで）
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２００７年４月 平成１９年度大学評価委員会法学系第６専門評価分科会委員

主要業績

１９８０年（昭和５５年）

１２月 書評：高木多喜男『金融取引と担保』Law School　２７号

１９８１年（昭和５６年）

３月 「先取特権制度の再検討１」法律時報５３巻３号

４月 「先取特権制度の再検討２」法律時報５３巻５号

６月 甲斐道太郎・石田喜久夫編『民法教室�』（法律文化社）

 第２０講　法定担保物権

１０月 「先取特権制度の現代的課題」（日本私法学会における報告）

１９８２年（昭和５７年）

６月 座談会「先取特権制度再検討への一つの試み（上）」Law 

School　４５号

７月 座談会「先取特権制度再検討への一つの試み（下）」Law 

School　４６号

９月 「先取特権制度の現代的課題」私法４４号

１１月 「ドイツ債権法　仮訳と解説」法律時報５４巻１１号

１２月 「法定担保権と約定担保権」高島平蔵教授還暦記念『現代金

融担保法の展開』３９頁～６０頁（成文堂）

１９８３年（昭和５８年）

１月 「ドイツ債権法　仮訳と解説」法律時報５５巻１号

２月 「ドイツ債権法　仮訳と解説」法律時報５５巻２号

１１月 「交通事故による受傷で休職していた代表取締役にその間の

役員報酬を支給した会社は加害者に対して事務管理による請

求ができるか」（昭和５７年度民事主要判例解説）判例タイム
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ズ５０５号

１９８４年（昭和５９年）

６月 石田喜久夫編著『民法総則１００講』（学陽書房）

 第５章　４８講～５３講，６１講～６７講

１９８５年（昭和６０年）

１月 「ドイツ債権法　仮訳と解説」法律時報５７巻１号

５月 平場安治編『法学入門』（青林書院）

 第３章　第２節　売買

７月 「不動産の特別先取特権の内容・効力」加藤一郎・林良平編

集代表『担保法大系　第２巻』４１８頁～４４２頁（金融財政）

１０月 「連帯債務・不真正連帯債務」星野英一編集代表『民法講座　

第４巻』２０７頁～２４５頁（有斐閣）

１９８６年（昭和６１年）

８月 「特別法による先取特権」米倉明ほか編集『金融担保法講座

Ⅳ』２５７頁～２８０頁（筑摩書房）

１９８７年（昭和６２年）

２月 「連帯債務・不真正連帯債務」法学教室７７号１５頁～２０頁

３月 「失踪宣告の取消」田山輝明編著『民法演習Ⅰ』９２頁～１００頁

（成文堂）

９月 伊藤進編著『法学ガイド　民法Ⅲ（担保物権）』３４頁～４６頁

（日本評論社）

 第２章　法定担保物権　応用編

１９８８年（昭和６３年）

３月 椿寿夫・右近健男編『ドイツ債権法総論』（日本評論社）
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 ３１３条，３１４条，３１６条の解説

４月 伊藤進・小川英明編『逐条民法特別法講座⑤　債権総論』１

頁～３５頁（ぎょうせい）

 第１節　債権ノ目的

１０月 川井建・西原道雄編『逐条判例民法』１６２頁～１７４頁（法学書

院）

 第４４６条～第４７３条の解説

１９８９年（平成元年）

４月 「先取特権一物上代位」谷口・甲斐・乾編『新演習民法破棄

判例　総則・物権』１４１頁～１４７頁（法律文化社）

６月 「民法１１０条における基本代理権」「民法１１０条における正当理

由」「無権代理人の責任」半田正夫編『争点ノート民法Ⅰ』

６９頁～７４頁，７８頁～８０頁（法学書院）

１９９０年（平成２年）

１２月 「不作為請求権と除去請求権」椿寿夫・右近健男編『注釈ド

イツ不当利得・不法行為法』７０頁～７１頁（三省堂）

１９９１年（平成３年）

３月 「不真正連帯債務および異主体の請求権競合という観念は，

どのように評価すべきか」椿寿夫編集『講座　現代契約と現

代債権の展望２』１８９頁～２１６頁（日本評論社）

７月 椿寿夫編『現代民法講義３　担保物権法』２８７頁～３０８頁（法

律文化社）

 第１０章　法定担保物権　３　先取特権，４
　

 　法定担保物権制

度の展望

９月 高島平蔵編著『民法入門』７９頁～９４頁（成文堂）

 第３章　物権法　６　担保物権
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１９９２年（平成４年）

５月 半田ほか編『スリーステップ民法ゼミナール』５０頁～５３頁

（一粒社）

 ２５　物権的請求権，２６　所有権の移転時期をめぐる問題

１９９３年（平成５年）

２月 遠藤浩・平井一雄編『注解不動産法Ⅰ　不動産売買』３２８頁

～３３９頁（青林書院）

 債権者代位権

３月 「不真正連帯債務の効力について」高島平蔵教授古希記念『民

法学の新たな展開』３４９頁～３６８頁（成文堂）

７月 「工作機売買先取特権事件―破産と動産売買先取特権の物上

代位」石田喜久夫・湯浅道雄編『判例演習民法２（物権法）』

１８０頁～１８８頁（成文堂）

１９９４年（平成６年）

３月 「表見代理�」「無権代理�」下森定・半田正夫編集『別冊法

学セミナー司法試験シリーズ第３版　民法Ⅰ』４１頁～４３頁，

５４頁～５５頁（日本評論社）

６月 「清算金未払の場合の不動産明渡請求と債務者の留置権の抗

弁」椿寿夫編集代表『ジュリスト増刊　担保法の判例Ⅱ』９４

頁～９６頁（有斐閣）

１９９５年（平成７年）

８月 「先買い」「使用賃貸借」「事務管理」右近健男編『注釈ドイ

ツ契約法』１１５頁～１２７頁，２１８頁～２４０頁，５１５頁～５４５頁（三

省堂）

１０月 「先取特権の課題」椿寿夫編『別冊 NBL NO３１　担保法理の

現状と課題』２５０頁～２５４頁（商事法務研究会）

近畿大学法学　第６５巻第３・４号

─　　─３０８



１９９６年（平成８年）

４月 伊藤進編『ホーンブック民法Ⅱ　物権法』１３８頁～１５３頁（北

樹出版）

 第６章　物を担保にする関係を処理する権利＝担保物権

 　１　物的担保とは

 　２　法律の規定により発生する担保物権

５月 伊藤進編『ホーンブック民法Ⅲ　債権総論』８８頁～１０４頁（北

樹出版）

 第５章　債権者・債務者が複数いるときの法律関係

１９９７年（平成９年）

４月 甲斐道太郎・石田喜久夫編『新民法教室Ⅰ　総則・物権』２４４

頁～２５２頁（法律文化社）

１１月 「詐害的短期賃貸借による占有の排除―抵当権＝価値権論に

着目して」法律時報６９巻１２号７４頁～８０頁

１９９８年（平成１０年）

９月 「担保仮登記がされている不動産に対する参加差押えと本登

記請求および不動産引渡請求」森泉章先生古希祝賀論集『現

代判例民法学の理論と展望』３１２頁～３２３頁（法学書院）

１９９９年（平成１１年）

１０月 「新しい成年後見制度の内容と課題」（第２０回近畿大学公開講

座講演）

２０００年（平成１２年）

３月 「買戻代金債権に対する抵当権の物上代位」法律時報７２巻３

号８３頁～８６頁
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２００２年（平成１４年）

３月 甲斐道太郎・石田喜久夫編『新民法教室Ⅰ〔第２版〕総則・

物権』２６３頁～２７１頁（法律文化社）

 第２０項　法定担保物権

５月 半田正夫編『争点ノート民法Ⅰ〔総則・物権法・家族法〕改

訂版』６１頁～６６頁、７０頁～７２頁（法学書院）

５月 奥田昌道・安永正昭・池田昌朗編『判例講義　民法Ⅱ　債権』

６６頁～７１頁（悠々社）

２００３年（平成１５年）

１０月 伊藤進編『ホーンブック民法Ⅲ　債権総論〔改訂版〕』８８頁

～１０４頁（北樹出版）

 第５章　債権者・債務者が複数いるときの法律関係

２００４年（平成１６年）

１月 大河純夫・田井義信・永田真三郎・安永正昭編『演習・精選

民法破棄判例Ⅲ　債権』４４頁～５３頁（法律文化社）

９月 目 哲久・井上靖雄・尾 三芳・川村隆子・倉田繁・納屋雅

城・長谷川義仁・宮澤俊昭著『教材　民法判例（財産法）』

（法律文化社）

 ８０判例のうち２８件を担当

２００５年（平成１７年）

２月 伊藤進編『ホーンブック民法Ⅱ　物権法［改訂版］』１３８頁～

１５３頁（北樹出版）

 第６章　物を担保にする関係を処理する権利

２月 目 哲久・尾 三芳・倉田繁・納屋雅城・伊東明・川村隆子

『民法総則』（近畿大学通信教育部）１８３頁中６１頁を担当

４月 甲斐道太郎・石田喜久夫編『新民法教室Ⅰ　総則・物権［第

近畿大学法学　第６５巻第３・４号
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３版］』（法律文化社）２７０頁～２７８頁

 第２０講　法定担保物権

４月 奥田昌道・安永正昭・池田真朗編『判例講義　民法Ⅱ　債権

［補訂版］』（悠々社）６６頁～７１頁

２００６年（平成１８年）

５月 目 哲久・尾 三芳・倉田繁・納屋雅城・宮澤俊昭・長谷川

義仁・川村隆子『コンパクト民法（財産法）』（法律文化社）

３１頁～６２頁，８５頁～１１３頁

１２月 『債権法総論〔改訂版〕』（近畿大学通信教育部）

２００７年（平成１９年）

４月 『ベーシック債権総論』（法律文化社）

２００８年（平成２０年）

４月 『ベーシック民法総則』（法律文化社）

２０１４年（平成２６年）

１２月 奥田昌道・安永正昭・池田真朗編『判例講義　民法Ⅱ　債権

［第２版］』（悠々社）５３頁～６０頁

２０１５年（平成２７年）

３月 メディア授業コンテンツ「物権法」（近畿大学通信教育部）

２０１６年（平成２８年）

３月 メディア授業コンテンツ「債権法総論」（近畿大学通信教育

部）
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近畿大学法学投稿規程

第１条　近畿大学法学は，近畿大学法学部および法学研究科における研究

または教育の成果を発表する研究紀要である。

第２条　近畿大学法学は年４回発行する。ただし，特別の事情がある場合

は，この限りでない。

第３条　投稿原稿は，未発表のものに限る。ただし，口頭発表の原稿は，

この限りでない。

第４条　投稿原稿の種別は，論説，研究ノート，判例研究・事例研究，翻

訳，書評，資料およびその他編集委員会が適当と認めたものとす

る。

第５条　投稿原稿の掲載の可否は，編集委員会が決定する。

第６条　近畿大学法学に投稿できる者は，以下の各号に掲げる者とする。

１　本学法学部または本学大学院法学研究科の授業を担当する教員。

２　本学大学院法学研究科博士後期課程に在籍する者。ただし，指導教

員の推薦および全体会議の承認を必要とする。

３　編集委員会が妥当であると判断し，全体会議で承認された者。

第７条　近畿大学法学に掲載される原稿の著作権は，著作者に帰属する。

ただし，著作者は，当該原稿に係る複製権，公衆送信権および譲

渡権の許諾を近畿大学法学会に与えるものとする。また，著作者

は，近畿大学法学会が当該原稿の電子化・公開を委託する機関に

対して，公衆送信権および複製権の許諾を与えるものとする。

第８条　近畿大学法学の編集は，編集委員会が担当する。編集に関わる事

項については，上記投稿規程を踏まえ，編集委員会が別に定める。

　附則　本規程は，２０１５年４月１日から施行する。

　投稿・編集に関する問い合わせ先：editor@jus.kindai.ac.jp（編集委員

会宛て）
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